
  ◇ 森   哲 也 君 

〇議長（山本浩平君） 次に、７番、森哲也議員、登壇を願います。 

          〔７番 森 哲也君登壇〕 

〇７番（森 哲也君） 議席番号７番、森哲也です。本日は、２項目６点の質問をさせてい

ただきます。 

 まず、１項目めに町内の空き家の現状及び対策について質問していきます。 

 （１）、空き家の状況について。 

 ①、町内にある空き家、特定空き家の件数はどのようになっているかをお伺いします。 

 （２）、空き家対策について。 

 ①、空き家対策を推進していく上での課題点をどのように捉えているかをお伺いします。 

〇議長（山本浩平君） 戸田町長。 

          〔町長 戸田安彦君登壇〕 

〇町長（戸田安彦君） 町内の空き家の現状及び対策についてであります。 

 １項目めの空き家、特定空き家の件数と２項目めの空き家対策を推進していく上での課

題点につきましては関連がありますので、一括してお答えいたします。平成31年３月に白老

町空家等対策計画を作成し、空き家対策に取り組んでおりますが、８月末現在で把握してい

る空き家数は283戸であり、そのうち特定空き家に認定している建物はありません。空き家

は建物の状態や地域性、立地環境などさまざまな形態があり、所有者によりそれぞれの空き

家の状況に応じた管理が行われておりますが、管理不全のため劣化が進み、周辺の生活環境

に影響を及ぼしている建物も存在する状況にあります。町としても助言・指導等を行ってお

りますが、相続問題や所有者が町外在住者のため調整が進まない状況があり、課題と捉えて

おります。 

〇議長（山本浩平君） ７番、森哲也議員。 

          〔７番 森 哲也君登壇〕 

〇７番（森 哲也君） ７番、森です。空き家の状況と空き家対策についてでありますが、

この（１）と（２）は関連しておりますので、一括して質問をしていきます。 

 現在の町内の空き家の現状でありますが、現在の空き家は283件、そして特定空き家に至

ってはゼロ件ということでありますが、今後人口減少や高齢化の進展とともに町内の空き

家件数が増加することは予測されます。また、空き家の状況というのは日々変化をしていく

ものだと思いますので、情報の収集体制の構築が必要だと考えております。白老町において

は、平成25年に白老町空家等の適正管理に関する条例を制定し、対策に乗り出しておりま

す。では、今年度からは白老町空家等対策計画を策定されましたので、まず初めにこの計画

策定による期待できる効果をお伺いします。 

〇議長（山本浩平君） 下河建設課長。 

〇建設課長（下河勇生君） 今議員がおっしゃられたとおり、本町におきましては平成25年



度に条例を策定し、空き家対策に取り組んでまいりました。今回平成26年度に制定されまし

た空き家法に基づきまして計画を作成したところでございます。空き家対策の計画の内容

は、取り組むべき課題を明確にし、方向性を示すとともに、役場内における体制を示してい

るものでございます。空き家対策の取り組みに向けてのルール化と指針ができたものは、効

果が高いと考えているところでございます。 

〇議長（山本浩平君） ７番、森哲也議員。 

          〔７番 森 哲也君登壇〕 

〇７番（森 哲也君） ７番、森です。計画の効果でありますが、今後ルールができたこと

でこの方向性を示すということでありますが、今後具体的な対策等もとられていくと思い

ますが、継続的な対策こそが今後の白老町の空き家対策のかなめになると思います。そのた

めにも空き家の状況調査というのは欠かせない項目であると思います。現在白老町には約

9,600世帯ありまして、283戸が空き家ということですので、大体約３％が空き家になってい

る状況かなと思います。今後の調査のあり方も確認していきたいのですが、今後空き家の件

数の調査というのは計画更新のたびに行うものなのか、数年周期で行うものなのか、今後の

方向性をお伺いします。 

〇議長（山本浩平君） 下河建設課長。 

〇建設課長（下河勇生君） 空き家調査の間隔でございます。今回空き家の状況確認を計画

策定したときは平成29年の６月から７月にかけまして全町を対象に２名１組の体制として

調査したものでございます。その時点で全体で315戸と確認しております。この数字をベー

スに定期的なパトロールや通報により現在は283戸と押さえております。これは、入居され、

空き家で亡くなったことや取り壊しが行われた結果であると捉えております。ちなみに、通

報による新規の空き家になったのが14件、取り壊しで除却になったのは24件、入居により空

き家にならなくなったことが22件で、合わせて32件の減少で今回283件となっているところ

でございます。次回の計画の改定予定は、４年後の2023年度となっております。策定に当た

りましては、今回出ているこの数値に基づきまして必要とあればまたその時期に全戸調査

をしていきたいと考えております。 

〇議長（山本浩平君） ７番、森哲也議員。 

          〔７番 森 哲也君登壇〕 

〇７番（森 哲也君） ７番、森です。当初全戸調査されたとき315件で、そこから283件に

状況が変わり、減少したということですが、空き家というのも人の住んでいない家の全てが

問題というわけではなく、防災面などにおいても手入れをされないで、放置をされて、廃屋

になることや強風等により屋根などの落下などのそういう地域力の低下という観点など悪

影響を及ぼすことが問題であります。現在白老町においても特定空き家はゼロ件というこ

とでありますので、今後もこの特定空き家を発生させないようにしていくためにもこの計

画を具体化していくことが重要であります。そのためにも、適正な管理を促進していくため



には空き家に関する情報の発信を強化していくべきとまず私は考えています。まず初めに、

確認したいのが町として現在空き家に関する情報発信のあり方をどのように行っているの

かをお伺いします。 

〇議長（山本浩平君） 下河建設課長。 

〇建設課長（下河勇生君） 情報発信の件でございます。現在空き家の適正な管理のお願い

としましては、広報紙とホームページなどを基本に周知を行っているところでございます。

広報紙におきましては、管理不全の空き家の危険性などにつきまして啓発内容を掲載し、空

き家の適切な管理、重要性につきまして周知しております。年３回掲載予定としておりま

す。また、ホームページにおきましては空き家対策を今回作成したことを周知しており、計

画書をダウンロードできるようにしております。 

〇議長（山本浩平君） ７番、森哲也議員。 

          〔７番 森 哲也君登壇〕 

〇７番（森 哲也君） ７番、森です。この情報発信のあり方であります。広報紙年３回、

ホームページで広報しているということでありますが、私は町民の方とこの話をしている

とやっぱり多く聞かれるのが高齢で、持ち家に現在暮らしている方から今後現在の持ち家

をどうするか多く悩みを抱えている方や今後の管理の方向性に悩まれている方というのは

多く聞かれます。そこで、この情報発信のあり方においても、現在広報紙も年３回というこ

とでありますが、インターネットによる情報発信においてインターネットだけではインタ

ーネット環境が整備されている方には行き届くのですが、インターネット環境が整ってい

ない方には情報が行き届かないので、ここをもう少し私は改善していく必要があると思っ

ていまして、そこについて後ほど具体的にお伺いします。まず初めにこの変動する空き家の

状況を把握していく上において情報共有していく仕組みづくりなのですが、町としても建

設課に空き家相談窓口が設置されたと思いますが、この窓口の周知はどのように行われて

いるかをお伺いします。 

〇議長（山本浩平君） 下河建設課長。 

〇建設課長（下河勇生君） 先ほど周知つきまして広報で周知しているとお話しさせていた

だきました。その中で相談窓口が建設課となっておりますので、電話番号等を掲載しており

ます。また、町内会に対しましては、４月に町内会長会議が開催されまして、その中でもお

話しする場面がございました。計画内容ですね、空き家対策の課題、取り組みの内容につき

ましては、これは理解していただくことが大事だと考えております。現在考えていること

は、家屋の所有者は基本的に固定資産税が課税されていると考えておりますので、これ税務

課と連携しながら固定資産税の納税通知書を発布する際に空き家対策についての町の体制

とか管理につきましての必要性を周知していくと今考えているところでございます。 

〇議長（山本浩平君） ７番、森哲也議員。 

          〔７番 森 哲也君登壇〕 



〇７番（森 哲也君） ７番、森です。この制度の周知に関しまして先ほどインターネット

環境の話をさせていただきましたが、私が考えるに本当にほかの、一例なのですが、高齢者

介護課において暮らしの便利帳など紙媒体のもので制度などをまとめているものがあると

思うのです、認知症ケアマップなど、やはり今後広報紙だけでなくて、この空き家で悩まれ

ている方というのは私は多いと思いますので、空き家に関する疑問や相談窓口の周知など

を紙ベースで私はまとめて発信していくことで今後の空き家対策、予防啓発だけではなく

て、現在実際に悩みを抱えている方の相談体制の周知徹底を図るためにも必要になると思

っています。町としては今後の情報発信のあり方としてパンフレットなどを作成する考え

はないのか、見解をお伺いします。 

〇議長（山本浩平君） 下河建設課長。 

〇建設課長（下河勇生君） パンフレットの作成の考えでございます。先ほど納税通知書を

使いながら概要について皆さんにお知らせしたいと考えております。ＱアンドＡを使った

パンフレットの作成とかもあります。ここは、どういう手法がいいのか、よりわかりやすく、

簡単にわかるような取り組みを進めてまいりたいと思います。先ほど言いました固定資産

税等の通知書というところも考えておりますが、簡単なものを作成したいと思います。 

〇議長（山本浩平君） ７番、森哲也議員。 

          〔７番 森 哲也君登壇〕 

〇７番（森 哲也君） ７番、森です。空き家のパンフレットに関しましては簡単な情報等

でも見やすいようにまとめて発信していくことが本当に多くの町民の方にも予防、啓発に

なると思いますので、ぜひ実施をと思います。 

 現在空き家が増加している背景には人口減少や高齢化があります。これは白老町だけの

問題ではなく、全国的な問題でもあります。現在の町の高齢化率は44％を超えており、後期

高齢化率も22％を超えております。自宅での生活が困難になり、施設に入居する方や子供世

帯と同居している方がふえている傾向があります。2040年代には白老町の人口が１万人を

切ると予測されております。現在の世帯数とおよそ同じぐらいの人口になる予想でありま

す。今後も人口は減少していきますので、この空き家対策のあり方、本当に強化をしていく

べきだと考えております。そこで、現在白老町において空き家の情報等は北海道の空き家バ

ンクを活用されていると思いますが、こちらも町独自で空き家バンクなど作成することに

より多くの情報発信にもつながってくると思います。私は町としても今後の空き家対策強

化を推進していくと考えますが、町の考えをお伺いして、この項目の最後の質問とします。 

〇議長（山本浩平君） 下河建設課長。 

〇建設課長（下河勇生君） 町独自の空き家バンクの創設についてかと思います。議員がお

っしゃられるとおり、現在町独自の空き家バンクはございません。北海道におきまして市町

村の支援として北海道空き家情報バンクを開設しております。本町におきましても、相談が

あればそちらのほうに掲げることができるとお話のほうはさせていただいているところで



す。空き家バンクは、程度のよい家屋の流通性を高め、空き家を入居家屋とする対策の一つ

の手法とは捉えております。作成いたしました計画書におきましても、取り組むべき課題だ

と位置づけております。ただ、こちらは町内でも数社不動産業を営んでいる業者がございま

すので、これは民間業者の圧迫にもつながってございます。この辺は、民間との連携を模索

しながらバンクの創設の有無などどういうことがいいのかを考えていきたいと思っており

ます。 

〇議長（山本浩平君） ７番、森哲也議員。 

          〔７番 森 哲也君登壇〕 

〇７番（森 哲也君） 次の町内の福祉についてに入ります。 

 （１）、介護福祉の状況について。 

 ①、白老町内の特別養護老人ホーム・介護老人保健施設の待機者の状況はどのようになっ

ているかをお伺いします。 

 （２）、認知症対策について。 

 ①、町内における要支援・要介護者の認知症を抱える方の人数をお伺いします。 

 （３）、見守り体制について。 

 安心な見守り体制を構築していく上での課題点をどのように捉えているかをお伺いしま

す。 

 （４）、障がい者福祉のあり方について。 

 ①、誰もが利用しやすい公共施設にしていく上での今後のあり方をどのように考えてい

るかをお伺いします。 

〇議長（山本浩平君） 戸田町長。 

          〔町長 戸田安彦君登壇〕 

〇町長（戸田安彦君） 町内の福祉についてのご質問であります。 

 １項目めの介護福祉の状況についてであります。町内の特別養護老人ホーム、介護老人保

健施設の待機者の状況についてでありますが、７月末現在における特別養護老人ホームの

待機者数については80人、介護老人保健施設は24人となっております。 

 ２項目めの認知症対策についてであります。要支援・要介護者の認知症の人数についてで

ありますが、要支援、要介護認定者の主な疾病状況は平成28年度の主治医意見書では認知症

や脳血管疾患の割合が多く、認知症の疾患を患っている方が全体の約22％、脳血管疾患が約

16％となっております。全国的にも認知症有病率は年々増加傾向にあり、要介護別に見た介

護が必要となった主な原因の第１位が認知症となっております。 

 ３項目めの見守り体制についてであります。安心な見守り体制を構築していく上での課

題点についてでありますが、今年度は認知症の方の未帰宅等の問題、見守り体制を強化する

ためＧＰＳ端末で捜索が可能となるサービスを開始したほか、見守りネットワークやＳＯ

Ｓネットワークといった地域の見守り体制について町民や関係機関と連携して取り組んで



おります。今後高齢化に伴い認知症の方の増加が予測されますが、認知症になっても住みな

れた地域の中で尊厳が守られ、自分らしく暮らすことができる地域づくりが課題であると

捉えております。また、認知症予防のため生活習慣病の重症化予防や社会参加の促進等の取

り組みを推進してまいります。 

 ４項目めの障がい者福祉のあり方についてであります。誰もが利用しやすい公共施設に

していく上で今後のあり方をどのように考えているかについてでありますが、障害者差別

解消法は障がいのある人に対し不当な差別的取り扱いの禁止と合理的配慮の提供が求めら

れるものであり、町としましては29年７月に障がいを理由とする差別の解消を推進するた

めの白老町職員対応要領を定め、公共施設管理に関しましては庁舎管理における配慮例を

示しているところであり、これに従い施設整備や管理を進めることとしているところであ

ります。 

〇議長（山本浩平君） ７番、森哲也議員。 

          〔７番 森 哲也君登壇〕 

〇７番（森 哲也君） ７番、森です。（１）の介護福祉の状況についてですが、まず７月

末現在でこの特別養護老人ホームの待機者は80人で、老健施設については24人ということ

でありますので、現在104名の方が施設の入居を待機されている状況ということでありま

す。この施設に待機されている方もなかなかすぐ入居とはならないので、介護負担を軽減し

ていく上でも在宅で今後しばらく暮らしていくということになりますので、介護福祉の向

上が欠かせないと思っています。現在白老町においても地域包括ケアシステムの構築の深

化、推進がされておりますが、私はさらに細かいところまで深めていく必要があると思って

おります。そして、一つ一つ丁寧に積み重ねていくことが待機されている方だけでなく本当

に全体の方が暮らしやすくなるためには必要だと思っておりますので、本日は介護福祉に

ついて質問していきます。 

 そこで、現在施設に待機されている方は104名ということでありますので、今後の施設の

増床についてもお伺いしたいのですが、今後の特別養護老人ホームの増床数とその内訳は

どのようになっているかをお伺いします。 

〇議長（山本浩平君） 岩本高齢者介護課長。 

〇高齢者介護課長（岩本寿彦君） 増床ということでございます。今回第７期の介護保険事

業計画におきましては、特別養護老人ホームの、特養のベッドを24床増床するというような

計画となってございます。こちらのほうにつきましては、現在町内にある社会福祉法人天寿

会のほうで、特養部50床なのですけれども、今74床に増床するということで工事を実施して

いるところでございます。これにあわせまして、現在ある４人部屋の多床室のほうも間仕切

りなんかをして個室的な空間をとれるような改修も同時に行っているというようなところ

でございます。全ての工事につきましては年度内に終了する予定になっておりまして、来年

４月から開設の予定というような状況となってございます。 



〇議長（山本浩平君） ７番、森哲也議員。 

          〔７番 森 哲也君登壇〕 

〇７番（森 哲也君） ７番、森です。24床年度内に増床ということでありますが、これは

現在104名の方が待機されておりますので、ここから24を仮に引いたとしても80名ぐらいの

方がまだ待機されていくことになると思います。そしてまた、待機者というのは増減もする

のですが、今後も体の状態によっては入居を申し込む方などもおりますので、在宅で暮らし

ていく分には介護サービスを利用して在宅生活をしていると考えられます。ですので、介護

サービスの支援策の充実というのは大きく重要な役割を果たすと思うことから、質問して

いきます。まず現状についての確認をしたかったのですが、町内の要介護者、要支援認定者

の全員が介護サービスを利用しているというわけではないと思うのです。実際にこの介護

サービス、認定を受けている方でサービスを利用されている方の割合というのはどのよう

になっているのかをお伺いします。 

〇議長（山本浩平君） 岩本高齢者介護課長。 

〇高齢者介護課長（岩本寿彦君） お答えいたします。 

 平成31年３月末の実績で申しますと、まず要介護、要支援の認定者数というのは1,450人

となってございます。このうち居宅介護サービスを受給されている方は626人、割合で申し

ますと43％、次に施設介護サービスにおきましては313人、22％、それと地域密着型サービ

スでは122人、８％となってございます。介護認定を受けた方1,450人中の大体73％の方が介

護サービスを利用しているというような状況となってございます。 

〇議長（山本浩平君） ７番、森哲也議員。 

          〔７番 森 哲也君登壇〕 

〇７番（森 哲也君） ７番、森です。現在73％の方が介護サービスを利用しているという

状況でありますが、残りの27％の方は利用しないで在宅生活を続けているということにな

ると思います。今後の介護福祉のあり方というのを考えると、介護保険というサービスとい

うのは創設のときから利用できるサービスや要介護度というのは何度も変更はされてきた

と思います。そして、利用要件というのは変わってきた経緯もありますので、今後もちょっ

と変化することもあるかもしれないので、私は介護保険サービス外のほうの底上げをして、

在宅生活を安心にできる仕組みづくりというのは重要になってくると思っています。今後

も住みなれた白老町に暮らしていく上でも一般介護予防事業などの介護保険制度以外の町

のサービスをどんどん強化していくべきだと考えています。そして、白老町においても今後

の介護福祉のあり方においても介護離職ゼロというのを目指してまちを整備していくとい

う考えが計画書に書かれているのですが、この白老町における介護離職ゼロを目指すとい

う考え方は自宅で待機している高齢者の解消に向けて増床していくという考えなのか、そ

れとも具体的にサービスを固めて生活しやすい環境をつくっていくという考えなのか、介

護離職ゼロの考え方をお伺いします。 



〇議長（山本浩平君） 岩本高齢者介護課長。 

〇高齢者介護課長（岩本寿彦君） 今回介護離職ゼロ、介護保険事業計画のほうにもうたっ

てございますが、まず第７期の計画においてはこの介護離職者をゼロにするための基盤づ

くりの一つとして先ほど申し上げました特養部の増床といったもの、あるいはショートス

テイのたしか２床増床ですか、といったものに取り組むというようなことになってござい

ます。 

〇議長（山本浩平君） ７番、森哲也議員。 

          〔７番 森 哲也君登壇〕 

〇７番（森 哲也君） ７番、森です。施設や特養で増床を目指すという考えなのでありま

すが、私自身は本当にそれ以外にも生活支援体制の充実も介護支援、介護離職ゼロにつなが

っていくのかなと思うので、具体的な中身について次の項目から質問していきたいのです

が、ではそれにかかわって（２）の認知症対策につながっていくのですが、この認知症対策

において町内の要介護者、要支援者において認知症を抱えている方の割合というのは要介

護者の中で約22％と大きな割合を占めております。しかし、全ての方が要介護認定または受

診をしているわけではありませんので、実数はこれより多いのかなとは推測はできます。ま

た、認知症の前段階と言われる軽度認知症におかれましても全国で400万人いると推測され

ていますので、この認知症の症状を抱えてでも安心して暮らしていける生活づくり、まちづ

くりは徹底してくるべきだと考えています。まず初めに町としましても第７期介護計画に

おいて認知症対策支援事業を行っておりますが、まずこれらの事業効果についてどのよう

に分析しているかをお伺いします。 

〇議長（山本浩平君） 岩本高齢者介護課長。 

〇高齢者介護課長（岩本寿彦君） 計画では、まず住みなれた地域で生活できる社会といっ

たものを目指しております。これまでも認知症の状態に応じた医療や介護サービスの提供

の流れを示した認知症ケアパスですとか、それと認知症サポーター養成講座を開催いたし

まして、認知症への正しい理解の普及といったものを推進しております。それと、医療と介

護が連携した認知症初期集中支援チームによる早期診断、早期対応を行っているほか、認知

症の人とその家族が地域の人や専門職と情報を共有して、お互い理解し合える認知症カフ

ェの設置といったものを行っております。今年度は、ＧＰＳ端末の捜索ができるサービスの

開始をいたしましたが、今後も見守り体制を充実させていくことが認知症の人とその家族

の負担軽減などにつながると考えておりますので、こういった支援に取り組んでまいりた

いと考えております。 

〇議長（山本浩平君） ７番、森哲也議員。 

          〔７番 森 哲也君登壇〕 

〇７番（森 哲也君） ７番、森です。認知症対策支援事業について、今後のあり方として

も見守り体制の充実が必要だという答弁もありました。私も今後見守り体制の充実はより



固めて、強化していくべきだと思います。そして、その前に認知症介護に対して、実際に認

知症を抱えている方を介護している家族の方と話をすると、認知症カフェでのつながりと

かは本当に心理的に介護負担の軽減につながっているという声は聞こえております。認知

症の方だけでもなく家族介護をされている方、心理的にも閉塞的になってしまうことがあ

りますので、本当にこのような場を提供していくことは重要なことなのだなと話を聞きな

がらも実感いたしました。しかし、私はこの認知症対策においてもっと強めていかなければ

ならないと思っているのは、徘回の対策についてであります。町としても本年度からＧＰＳ

の端末の貸し出しはスタートしておりますので、対策は少し強化された部分は評価してお

りますが、また別の角度からも強化と思っております。なぜなら、それはＧＰＳ端末などは

台数に限りもあると思いますので、全体的な強化策をと考えております。まず初めに、町と

しては町内における徘回の実態はどのように押さえているかをお伺いします。 

〇議長（山本浩平君） 岩本高齢者介護課長。 

〇高齢者介護課長（岩本寿彦君） 徘回の実態でございます。平成30年度の地域見守りネッ

トワークのほうで対応した件数というのは12件ございました。そのうち徘回での対応とい

うのが４件となってございます。 

〇議長（山本浩平君） ７番、森哲也議員。 

          〔７番 森 哲也君登壇〕 

〇７番（森 哲也君） ７番、森です。町の押さえはわかりました。私自身も何度も徘回さ

れている方を探しに行ったという経験はあるのです。ひとえに徘回といってもされている

方に目的があることでありまして、目的がありますので、体力の限界まで歩いてしまったり

してしまうことがあります。そしてその上で本当に体にも大きく負担がかかるケースもあ

りますので、早期発見の体制構築というのを考えております。それで、先ほども言いました

が、ＧＰＳだけだと本当に借りている方、借りていない方とか発生しますので、全体的な取

り組みとして認知症の見守りについて登録するＱＲコードなどでつえとかに張ったり靴と

かに張って、情報を共有するシステムづくりというのが管内においても伊達市や苫小牧市

においても導入されております。あらかじめこういう情報を把握しておくことで早期発見

につながる事業であると思いますが、このような仕組みをつくってこそより見守りネット

ワークも活用されていくと感じます。町の考えをお伺いします。 

〇議長（山本浩平君） 岩本高齢者介護課長。 

〇高齢者介護課長（岩本寿彦君） 見守り対策という部分でございます。本町の場合、地域

見守りネットワークですとかＳＯＳネットワークによる地域の見守り体制と認知症の理解

を推進してございますけれども、ＧＰＳ端末による捜索というのも先ほどお話ししました

が、今年度導入させていただきました。先ほどＱＲコードというようなお話も出ておりまし

たが、今後も技術が進歩して、また新たな対策、手法といったものが出てくるということが

考えられますので、そのときの状況、ニーズを見ながら認知症の方とその家族が安心して生



活できるよう見守り体制には取り組んでまいりたいと考えております。 

〇議長（山本浩平君） ７番、森哲也議員。 

          〔７番 森 哲也君登壇〕 

〇７番（森 哲也君） ７番、森です。状況とニーズを把握してということですので、多く

の方がいらっしゃいますので、きめ細かく本当にケアマネジャーとかと連携して情報収集

して、状況判断をと思います。 

 そして、この見守り体制についてでありますが、認知症を抱えている高齢者の方だけでは

なくて、現在白老町において、平成27年のデータでありますが、高齢者のいる世帯は町内世

帯総数で7,911世帯のうち4,511世帯で、全世帯に占める57.5％であります。そして、１世帯

当たりの世帯人員数では2.1人と減少し、単身世帯も現在増加をしている傾向があります。

ですので、今後見守り体制の構築をつくっていく上には見守り体制事業も強化していくこ

とが必要だと考えております。実際に在宅に暮らしている方にとって安心やいざというと

きに大きな役割を果たすのが高齢者独居世帯安心筒配布事業と緊急通報システム設置事業

になると思いますが、まずこれらの配置状況や配布状況はどのようになっているのかをお

伺いします。 

〇議長（山本浩平君） 岩本高齢者介護課長。 

〇高齢者介護課長（岩本寿彦君） 緊急通報装置と安心筒の件でございます。まず、緊急通

報装置の設置台数でございますけれども、本年８月現在95台となってございます。それで、

昨年度の通報件数につきましては、全部で166件ほどございまして、そのうち実際急病等に

よる緊急通報が14件となってございます。それ以外に外出による不在の連絡ですとか、ちょ

っとした相談というものは132件ございまして、誤報が20件となっているような状況でござ

います。実際に救急車が出動したケースというのも12件ございました。 

 それと、安心筒の件でございますが、こちらのほうにつきましては平成23年から配布を始

めております。これまでの配布件数につきましては、本年８月現在、平成23年からことしの

８月現在で806件となってございます。配布開始してから年大体90件ほど配布しているとい

うような状況でございましたが、昨年９月に胆振東部地震がございまして、その地震後につ

きましては申請件数が175件ということで大きく伸びております。 

〇議長（山本浩平君） ７番、森哲也議員。 

          〔７番 森 哲也君登壇〕 

〇７番（森 哲也君） ７番、森です。現在安心筒について、震災後に90件から175件と大

きく伸びたということでありますが、安心筒の配布対象というのは65歳以上のひとり暮ら

しや夫婦世帯を対象に無償で配布されているものであります。この筒の中にかかりつけ医

や持病などの医療情報や緊急連絡先などを記入した紙を自宅の冷蔵庫の中に入れておき、

救急出動の際に迅速な救命活動が行えるというものでありますが、この安心筒の効果とい

うのは実際にどのように実感されているものなのかをお伺いします。 



〇議長（山本浩平君） 岩本高齢者介護課長。 

〇高齢者介護課長（岩本寿彦君） 効果につきましては、やはり緊急時何かあれば、冷蔵庫

に入っていますので、冷蔵庫の中をあけて、その筒をあけると先ほど議員がおっしゃったよ

うな情報があって、必要な連絡先、あるいはかかりつけのお医者さんですとか、そういった

ものが入っていますので、仮にそこに救急で消防の方が行ったりですとか、ご近所の方が駆

けつけた場合にはそういった情報がすぐ取り出せるというようになっておりますので、そ

ういった部分では生命の危険というものをより、最悪の結果を招かないような状態になる

ですとか、あとはご本人自身に安心感があるのではないのかなと考えております。 

〇議長（山本浩平君） ７番、森哲也議員。 

          〔７番 森 哲也君登壇〕 

〇７番（森 哲也君） ７番、森です。この見守り筒なのですが、65歳以上の方が対象なの

ですが、持病を抱えている方とかも町内に多くいらっしゃると思いますので、この65歳とい

う年齢に区切らず、今後対象者の年齢を引き下げることや、ご家族と暮らされている方にお

きましてもいつも一緒にいる状況とは限らないので、多くの方に対象者を広げていくこと

で見守り体制の強化につながると思いますが、町の考えをお伺いします。 

〇議長（山本浩平君） 岩本高齢者介護課長。 

〇高齢者介護課長（岩本寿彦君） 年齢の部分でございますけれども、65歳というような基

準がございます。ただ、対象範囲を拡大するというような考えは今ございませんけれども、

状況、ケースによっては生命にかかわるようなことがあるといったことであれば、そこはで

きる範囲で柔軟に対応してまいりたいと考えております。 

〇議長（山本浩平君） ７番、森哲也議員。 

          〔７番 森 哲也君登壇〕 

〇７番（森 哲也君） ７番、森です。柔軟に対応していきたいということですので、なか

なかこの見守り体制の仕組みというのは65歳以下の人とかに伝わらない部分もあると思う

ので、多くの方に本当周知していくべきだとも思います。ですので、本当にいろんな方から

の相談を受け、柔軟な対応をと思います。 

 続いて、（４）の障がい福祉のあり方に行きます。障がい福祉のあり方ですが、本日まで

今まで私自身議会で何度も平成28年の４月より施行された障害を理由とする差別の解消の

推進に関する法律、これについての質問をしてきました。そして、この法律施行により白老

町におきましても職員対応要領も作成されております。そして、この中身が合理的配慮の例

示をされておりますので、とても評価できる中身となっております。先ほどの答弁にも今後

の公共施設に関しましてはこれに従い施設整備や管理を進めることとしているところであ

りますとありますので、こちらの中身についても質問していきます。 

 現在町の公共施設においてもさまざまなハード面の課題はあると思います。それらをカ

バーするのが現在白老町職員対応要領の実行でもあると思っております。そして、まず初め



に確認をしておきたいのがこの障害者差別解消法の役場の方への今の研修の状況はどのよ

うになっているのかをお伺いします。 

〇議長（山本浩平君） 高尾総務課長。 

〇総務課長（高尾利弘君） この要領は、平成の29年の７月にうちのほうで作成いたしまし

て、研修のほうなのですけれども、作成した29年度に１度全職員対象に、保健師の方に講師

になっていただきまして、開催しております。昨年は、開催する予定の中でいろいろ地震と

かあって、なかなか開催するに至らなかったというところがございますけれども、本年また

これは10月か11月ごろに開催するということで予定しているところでございます。 

〇議長（山本浩平君） ７番、森哲也議員。 

          〔７番 森 哲也君登壇〕 

〇７番（森 哲也君） ７番、森です。昨年度は地震の影響で開催されなかったということ

でありますが、今年度も11月ということでありますので、私もこの中身、何度も何度も読ん

だのですが、なかなか本当に一度で理解するというのはとても難しい中身なのかなと思っ

ております。そしてまた、これは障がいを理由とする差別の解消の推進なのですが、これら

の、この中身をどんどん推進していくことで障がいを抱えている方だけでなくて、高齢者の

方やどんな方に対してでも大きく利用しやすい施設にしていくためでも重要な視点である

と思っておりますので、本当にこの研修の徹底をと思っております。 

 それで、この中身の公共施設のあり方でありますが、本当に実際の細かい一つの例なので

すが、こちらの議場から出て南側に向かうと２段ぐらいの段差の階段があると思います。そ

こには手すりが設置されていて、階段、段差に対して配慮されている状況であると思ってい

ます、私は。一方、同じぐらいの段差でも、コミュニティセンターの玄関部分って１段、２

段ぐらいの段差があるのですが、あそこにはたしかスロープはついているのですが、手すり

は設置されていない状況であります。そして、公共施設の建物というのはつくられた年代に

おいてもバリアフリーや段差の状況というのは違うというのは私自身もよくわかるのです

が、今後の本当に施設のあり方というのを考えたときにやっぱり配慮をどんどんしていく

べきだと思っております。まず初めに確認しておきたいのが施設ごとに現在手すりや段差

解消などの状況が違うのが見受けられるので、その理由をお伺いします。 

〇議長（山本浩平君） 答弁願います。 

 古俣副町長。 

〇副町長（古俣博之君） 公共施設の段差だとか手すりの状況につきましては、建築時期の

ことがやっぱり大きなところ、原因になっているのではないかなと考えます。今こういう社

会状況が変わってきて、やはり障がいを持っている方だとか高齢者の方々含めてどうそこ

の対応を図っていくかというのは、今後公共施設の老朽化対応も含めて考えていかなけれ

ばならないことだとは認識をしております。 

〇議長（山本浩平君） ７番、森哲也議員。 



          〔７番 森 哲也君登壇〕 

〇７番（森 哲也君） ７番、森です。今後の老朽化なども対策が必要だということもあり

ますが、今後新しくできる公共施設というのはバリアフリー新法等もありますので、どんど

んバリアフリーの施設は建っていくものだと思っています。ですが、現在ある既存の施設も

ですが、これからも個別の計画等を練って解消されていくかもしれません。現在も使ってい

る方たちもいらっしゃいます。それで、私は常日ごろから思っているのは全面的な改修とい

うのは余りにも予算はかかるのですが、本当に手すり一本でも段差があるところにつける

等の小さい改修だとそんなに予算は伴わないと思います。１個１個一つ一つの段差やそう

いう箇所にそういう配慮の姿勢が見られてこそ本当に誰もが住みやすいまちづくりになっ

ていくと思い、私は今まで４年間この趣旨の質問はしてまいりました。そして、私は本当に

少しでも当事者の目線に立った、視点に立ったまちづくりをと思っておりますが、最後に町

の考えをお伺いしまして、私の最後の質問とさせていただきます。 

〇議長（山本浩平君） 古俣副……その前に久保健康福祉課長。 

〇健康福祉課長（久保雅計君） ただいまの件でございますが、やはり福祉部門の担当とい

たしましては各施設の担当者の方と相談した中で対応方法、現場を見に行った中で施設の

管理するところと我々と建設の技師が見に行った中でどういう対応ができるか、どのぐら

いの予算であればこういうことができる、また手すりを設置することで建物の利用が狭く

なってしまうというケースも考えられますので、やはりその辺はケース・バイ・ケースとい

うことで、横の連携をとりながら我々としても考えていきたいと思っております。 

〇議長（山本浩平君） 古俣副町長。 

〇副町長（古俣博之君） 町としてのあり方について私のほうからお話を申し上げたいと思

いますけれども、町長２期目を多文化共生のまちづくりということで共生のまちづくりを

標榜してまいってきております。この理念は、今後とも変わらない本町の理念であると思っ

ております。そういう観点からいきますと、やはり弱者に対する思いやり、配慮、そういっ

たものが非常に大切ではないかと思っています。そういう観点で、今課長のほうからもあり

ましたけれども、単なる福祉という、そういう目線だけではなくて、町民の皆様方が住みや

すい、そして利用のしやすい公共施設のあり方についてさまざまな配慮の目を持ちながら

今後対応を進めてまいりたいと思っております。ただ、私もいろんなところを庁舎の中含め

て見たときに、確かに今議員がおっしゃるようにここに手すりがあればいいということも

わかります。ただ、かえって手すりだとかがついたら狭くなるという、そういうところも中

にはあるのです。ですから、その辺のところも考えながら対応は前段に言ったような配慮の

目線を持って進めていかなければならないと思っております。 

〇議長（山本浩平君） 以上で７番、森哲也議員の一般質問を終了といたします。 

 


